
一
頁

登
録
無
形
文
化
財
の
登
録
並
び
に
保
持
者
及
び
保
持
団
体
の
認
定
の
基
準

第
一

登
録
無
形
文
化
財
の
登
録
基
準

（
芸
能
関
係
）

保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
演
劇
、
音
楽
、
舞
踊
そ
の
他
の
芸
能
（
重
要
無
形
文
化
財
及
び
文

化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
を
地
方
公
共
団
体

が
行
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

芸
術
上
の
価
値
の
高
い
も
の

二

芸
能
史
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の

三

芸
能
の
成
立
又
は
変
遷
の
過
程
を
示
す
も
の

（
工
芸
技
術
関
係
）

保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
陶
芸
、
染
織
、
漆
芸
、
金
工
そ
の
他
の
工
芸
技
術
（
重
要
無
形
文

化
財
及
び
文
化
財
保
護
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
を
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

芸
術
上
の
価
値
の
高
い
も
の

二

工
芸
史
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の

三

工
芸
技
術
の
成
立
又
は
変
遷
の
過
程
を
示
す
も
の



二
頁

（
生
活
文
化
関
係
）

保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
生
活
文
化
（
文
化
芸
術
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八

号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
生
活
文
化
の
う
ち
無
形
の
文
化
的
所
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
文
化
財
保
護
法
第

百
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
を
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

芸
術
上
の
価
値
の
高
い
も
の

二

生
活
文
化
に
係
る
歴
史
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の

三

生
活
文
化
の
成
立
又
は
変
遷
の
過
程
を
示
す
も
の

第
二

登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
基
準

（
芸
能
関
係
）

保
持
者

登
録
無
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
芸
能
（
以
下
単
に
「
芸
能
」
と
い
う
。
）
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し

て
い
る
者

保
持
団
体

芸
能
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
い
る
者
が
主
た
る
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
団
体



三
頁

（
工
芸
技
術
関
係
）

保
持
者

登
録
無
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
工
芸
技
術
（
以
下
単
に
「
工
芸
技
術
」
と
い
う
。
）
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ

に
精
通
し
て
い
る
者

保
持
団
体

工
芸
技
術
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
い
る
者
が
主
た
る
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
団
体

（
生
活
文
化
関
係
）

保
持
者

登
録
無
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
生
活
文
化
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
い
る
者

保
持
団
体

登
録
無
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
生
活
文
化
を
体
得
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
精
通
し
て
い
る
者
が
主
た
る
構
成
員
と

な
っ
て
い
る
団
体


